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はじめに 

1. ソフトウェア資産管理コンソーシアム 
ソフトウェア資産管理コンソーシアムは、日本社会におけるソフトウェア資産管理に関する種々の

問題や混乱を整理し、組織におけるより健全な IT 環境充実のためのソフトウェア資産管理を普及さ

せることを目的として、平成14年5月20日に発足した。ソフトウェア資産管理基準の作成時点では、

以下の企業および団体がソフトウェア資産管理コンソーシアムに参加している。 

 

ソフトウェア資産管理基準 Ver.2.0 作成時のコンソーシアム参加企業・団体 

(平成 19 年 11 月 27 日現在) 

アドビシステムズ株式会社 

ウチダスペクトラム株式会社 

ウチダインフォメーションテクノロジー株式会社 

NEC 

NEC ソフトウェア中部 

NEC ソフト 

株式会社大塚商会 

KPMG ビジネスアシュアランス株式会社 

株式会社コア 

ダイヤモンドレンタルシステム株式会社 

監査法人トーマツ 

株式会社日立製作所 

富士通株式会社 

株式会社富士通エフサス 

マイクロソフト株式会社 

三菱ＵＦＪリース株式会社 

                   (50 音順) 
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2. ソフトウェア資産管理の考え方 

ソフトウェア資産管理とは、組織におけるソフトウェアの保有状況と使用状況を関連付けて管理す

ることである。ここに言うソフトウェアには、自組織にて開発もしくは権利が帰属するもの、他者よりライ

センス(使用権)を受けて利用するものがある。 

2006 年 5 月、国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)が共同で策定したソフトウェア資産

管理の標準規格、国際標準 ISO/IEC 19770-1 にも、双方のソフトウェアについて記述がある。 

このソフトウェア資産管理基準は、特に他者からライセンスを受けたソフトウェアを適正に管理する

ための基準を提供するものである。 

ここ数年のめざましい情報技術(IT)の浸透により、コンピュータおよびソフトウェアを業務遂行プロ

セスの一部として活用する組織が増え、加えて組織内におけるコンピュータとソフトウェアの数も飛

躍的に増大した。 

一方、コンピュータとソフトウェアの使用についても、その技術の進歩により大きく変化してきた。デ

ジタル化されたコンテンツ、通信における基盤の発展、クライアントサーバの処理能力の向上、モバ

イル端末の活用状況等をみても、その環境の変化にはめざましいものがある。 

反面、組織内における営業情報や個人情報の保護、セキュリティの保持、ソフトウェアの不正使用

防止等が、組織のリスク管理の点からも益々重要となってきている。これは、昨今のコンプライアンス

を重視した組織運営の必要性に鑑みても非常に重要な要因である。 

従って、ここに示すソフトウェア資産管理においても、単にソフトウェアの不正使用の際の刑事責

任や損害賠償というリスクからの回避というだけではなく、 

 説明責任(アカウンタビリティ)の確保 

 法的リスクからの回避 

 セキュリティの確保 

 TCO の削減(適切な導入によるコストの削減) 

という、総合的な視点からの目的を設定している。 

この目的遂行のためには、現状の棚卸を実行し、見えない資産であるソフトウェアの「見える化」を

はかるとともに、継続的な運用管理が必要とされる。これにより、単なる管理という視点から脱却し、ソ

フトウェアの活用が業務遂行プロセスの一部となり、IT 利用の恩恵を最大限に受けられると考える。 

最後に、管理の負担軽減のために、各種ライセンスの有効利用、資産管理に係るツールおよび

サービスをうまく利用することも検討されたい。 

 

3. ISO/IEC 19770-1 
本基準の改版にあたっては、ISO/IEC 19770-1(情報技術－ソフトウェア資産管理 第 1 部:プロセ

ス)を参考にした。 

 



 

iii 
 

ソフトウェア資産管理基準 Ver. 2.0                      ソフトウェア資産管理コンソーシアム 

目次 
はじめに...................................................................................................... i 

1. ソフトウェア資産管理コンソーシアム ............................................................ i 
2. ソフトウェア資産管理の考え方 ................................................................. ii 
3. ISO/IEC 19770-1 ............................................................................ ii 

I. ソフトウェア資産管理基準について ................................................................. 1 
1. 経緯 .............................................................................................. 1 
2. ソフトウェア資産管理の必要性と目的 ......................................................... 1 
3. 管理基準の体系................................................................................. 2 
4. 管理基準の構成................................................................................. 3 

(1) 管理目標 ...................................................................................... 3 
(2) 管理要件 ...................................................................................... 3 
(3) 管理項目 ...................................................................................... 3 
(4) 管理目的との関連 ............................................................................ 3 

5. 管理基準の利用にあたっての考え方.......................................................... 3 
(1) リスクとコントロールのバランス .............................................................. 3 
(2) 目的への対応................................................................................. 3 
(3) 管理項目は、組織ごとの対応 ............................................................... 4 
(4) 管理体制整備の重要性 ...................................................................... 4 
(5) 管理基準で対象とするソフトウェア資産..................................................... 4 
(6) ソフトウェア資産管理の前提としてのハードウェア管理.................................... 5 

6. マネジメントシステムとしてのソフトウェア資産管理........................................... 5 
(1) ソフトウェア資産管理の計画プロセス ....................................................... 5 
(2) ソフトウェア資産管理の導入プロセス ....................................................... 6 
(3) ソフトウェア資産管理の監視およびレビュープロセス ...................................... 6 
(4) ソフトウェア資産管理の継続的改善プロセス ............................................... 7 

7. ISO (国際標準化機構) との関係 ............................................................ 7 
8. 用語の定義 ...................................................................................... 8 
9. 策定・改訂履歴 .................................................................................. 9 

II. ソフトウェア資産管理基準 ....................................................................... 10 
1. 方針 ソフトウェア資産管理の方針・規程の整備 ........................................... 10 
2. 体制 ソフトウェア資産管理体制の整備 ..................................................... 13 
3. 枠組 ソフトウェア資産管理におけるインベントリ管理の枠組み........................... 16 
4. 所有 所有ライセンスの把握 ................................................................. 20 
5. 導入 導入ソフトウェアの把握 ................................................................ 23 
6. 証明 所有ライセンスの証明 ................................................................. 26 
7. 認識 ソフトウェア不正使用は不法行為であるとの認識 ................................... 27 



 

iv 
 

ソフトウェア資産管理基準 Ver. 2.0                      ソフトウェア資産管理コンソーシアム 

8. 理解 ライセンス内容の理解 ................................................................. 28 
9. 環境 不正を犯しにくい環境 .................................................................. 29 
10. 購コ 購入コストの削減....................................................................... 32 
11. 管コ 管理の効率化、コストの削減 .......................................................... 33 
12. セキ セキュリティ上の配慮 .................................................................. 35 
13. 運用 運用管理プロセス ...................................................................... 36 

APPENDIX............................................................................................... 43 
ソフトウェア資産管理基準の使用例.................................................................. 43 

(1) 管理体制整備のアクションプラン .......................................................... 43 
(2) 自己診断 .................................................................................... 44 
(3) 監査の事前調書 ............................................................................ 45 

 



 

 
 

 
ソフトウェア資産管理基準 Ver.2.0                       ソフトウェア資産管理コンソーシアム 
 

1 

I. ソフトウェア資産管理基準について 

1. 経緯 
昨今、企業等の組織を取巻く環境は大きく変化していている。特に IT 分野においては、PC の普

及率の上昇、ネットワーク化、オープン化等、その進展はめざましいものがある。ハードウェアの低価

格化、ビジネスや業務のシステム化の推進に伴い、ソフトウェアへの投資も増加し、組織におけるソ

フトウェアの重要性が高まってきている。 

そうした中、企業等の組織内でのソフトウェアの違法コピーに関する訴訟事件等により、官公庁、

学校をはじめ企業等の組織ではソフトウェア資産管理への関心が高まっている。 

しかしながら、ソフトウェア資産管理の現状を見ると、一部の先進的な組織では、それぞれ独自の

基準を持ちソフトウェア資産管理に取り組んでいるものの、多くの組織では必ずしも適切な管理が普

及している状況にはない。ソフトウェア資産管理の普及しない要因の一つとして、ソフトウェア資産に

ついての管理手法が十分に確立されていないという点が挙げられる。すなわち、管理手法が統一さ

れていない現状では、ソフトウェア資産管理を実施しようとする場合、独自に試行錯誤を繰り返し、

模索しながら管理体制を整備しなければならず、組織への大きな負担を強いている。 

そこで、ソフトウェア資産管理を実施しようとする組織が、どのような管理を行うべきかを考える時の

指針として、ソフトウェア資産管理基準(以下「本管理基準」という)を策定することとしたものである。 

また、国際社会に通じる管理基準とすべく、2006 年 5 月に国際標準化機構(ISO)と国際電気標準

会議(IEC)とが共同で策定したソフトウェア資産管理の標準規格「ISO/IEC 19770-1」の内容を本管

理基準に反映した。 

 

 

2. ソフトウェア資産管理の必要性と目的 
IT 化の進展に伴いソフトウェア資産は、組織のビジネスや業務に必要不可欠の物となっており、

適切な管理を行わなければ、企業に大きな影響を与える可能性がある。すなわち、組織においては

ソフトウェア資産に関連し、多くのリスク要因が内在しているといえる。 

具体的には、次のようなリスクが想定されるところである。 

 アカウンタビリティ(説明責任)を果たせなくなってしまう。 

 著作権違反により提訴されるなどの法的問題が発生し、賠償等損害が発生する。 

 内部管理体制の不備による法的問題が発生し、罰則を受けることになる。 

 法的問題発生により、社会的信用を失う。 

 非効率あるいは過剰なライセンスの購入による余分な費用負担が発生する。 

 ソフトウェア利用についての適切なサービス提供が維持できない。 

 不適切なバージョンや設定のソフトウェアを利用することによりセキュリティ上の問題が発生

する。 
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昨今のリスクマネジメントの重要性の高まりを鑑み、組織においてはこうしたリスクに対処するため、

様々な観点からソフトウェア資産管理を実施する必要がある。 

各組織における管理目的の達成レベルは、独自の要因により検討されるべきものであるが、本管理

基準においては、一般的に想定される上記リスク要因を踏まえ、ソフトウェア資産管理をリスクマネジ

メント、およびそのマネジメントシステムとして捉えており、管理目的を以下の 4 つに大別し、基準を

策定している。 

 

管理目的 

 アカウンタビリティ(説明責任) 

 法的リスクの回避 

 セキュリティ上の問題への対処 

 TCO1の削減 

 

 

3. 管理基準の体系 
本管理基準は、以下の 13 の管理領域からなっている。当該領域は、ソフトウェア資産管理に必要

となる管理目標に基づき分類されたものであり、各領域に各々1 つの管理目標が割り当てられてい

る。 

 

1. 方針 ソフトウェア資産管理の方針・規程の整備 

2. 体制 ソフトウェア資産管理体制の整備 

3. 枠組 ソフトウェア資産管理の在庫プロセスの枠組み 

4. 所有 所有ライセンスの把握 

5. 導入 導入ソフトウェアの把握 

6. 証明 所有ライセンスの証明 

7. 認識 ソフトウェア不正使用は不法行為であるとの認識 

8. 理解 ライセンス内容の理解 

9. 環境 不正を犯しにくい環境 

10. 購コ 購入コストの削減 

11. 管コ 管理の効率化、コストの削減 

12. セキ セキュリティ上の配慮 

13. 運用 運用管理プロセス 

 

                                        
 
1 TCO (Total Cost of Ownership): システムのライフサイクルを通して、購入・導入・維持管理・廃棄等まで含めた、シ

ステムを保有するためにかかる総費用のことをいう。 
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4. 管理基準の構成 
管理基準は、管理目標、管理要件および管理項目から構成されている。 

(1) 管理目標 

管理目標は、ソフトウェア資産管理を行うために何を行わなければならないかという、ソフトウェア

資産管理を実現するために基本となる要因である。すなわち、適切なソフトウェア資産管理を行うた

めには、この管理目標が実現されていなければならない。 

 

(2) 管理要件 

管理要件は、管理目標を達成するために必要な事項であり、この管理要件の全てが満たされるこ

とにより、初めて管理目標が達成されているといえるものである。各管理要件がどの領域に属してい

るかは、方針1、方針2、体制1、体制2等の表示によって知ることができる。 

 

(3) 管理項目 

管理項目は、各管理要件を満たすための具体的な管理内容である。ここでは、管理要件を満た

すために一般的に実施されるべきベストプラクティスが記載されている。管理要件を満たすための実

現方法としては様々なものが存在すると考えられ、どれを適用するかは、各組織によって選択される

べきものである。本管理基準においては、一般的に想定される標準的な組織において実施されるべ

き実施内容を記述している。 

 

(4) 管理目的との関連 

本管理基準では、前述の 4 つの管理目的を想定しており、管理目標、管理要件および管理項目

は、管理目的を実現するために設定されているが、それぞれの管理目的と直接的に関連しているも

の、副次的に関連するものおよび関連しないものがある。このため、本管理基準では管理項目と管

理目的の関連が示されている。従って、特定の管理目的を想定してソフトウェア資産管理を実施す

る場合には、目的と関連した事項に基づき管理体制を構築すればいいといえる。 

 

5. 管理基準の利用にあたっての考え方 
(1) リスクとコントロールのバランス 

本管理基準では、どのようなソフトウェア資産管理を行うべきかという指針としての枠組みを提供し

ているが、ソフトウェア資産管理の具体的な内容、レベルについては、各組織における状況に応じ、

各組織で決める必要がある。具体的な内容、レベルは、組織の規模、ソフトウェア利用の複雑性、組

織の方針等様々な要因から決定されるものと考えられるが、基本的には、組織におけるリスクとコント

ロールのバランスを考慮し、当該組織において最も適切なソフトウェア資産管理を実現しなければな

らない。 

 

(2) 目的への対応 

本管理基準では、アカウンタビリティ、法的リスクの回避、セキュリティ上の問題への対処および
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TCO の削減といった 4 つの目的を想定しているが、組織によってソフトウェア資産管理の必要性お

よび目的も異なってくるものといえる。従って、組織が本管理基準で対象としている目的以外を独自

に想定している場合には、当該目的に応じて基準を修正して適用する必要がある。 

 

(3) 管理項目は、組織ごとの対応 

前述のとおり、本管理基準では、管理項目としては一般的に想定される標準的な組織において

実施されるべきベストプラクティスを記述している。従って、この管理項目が実施されていれば、管理

要件は満たされているといえるが、これに限るものではない、他の合理的な方法により実現されてい

れば、適切な管理が行われているといえる。ただし、管理目標および管理要件はソフトウェア資産管

理を実現するために必要な事項であり、ソフトウェア資産管理の目的を実現するために必ず満たし

ていなければならない。 

以上の点から、各組織において、具体的な管理項目を決定する場合には、少なくとも次のような

点を検討しておく必要がある。 

 本管理基準の管理項目が組織において適合するか。 

 本管理基準の管理項目が実現可能か、また、合理的か。 

 他の代替手段はあるか、当該代替手段で管理要件が満たされているか。 

 

(4) 管理体制整備の重要性 

ソフトウェア資産管理では、不正コピーが発生しないようにという観点から、実態面の把握を行っ

ていればよいものと理解されてしまう傾向にある。しかしながら、本来、ソフトウェア資産管理を実施

する目的には様々なものがあり、いかに効果的、効率的に管理を実施していくかということが、適切

なソフトウェア資産管理を実現する上での重要な要素となる。すなわち、実態の把握という結果重視

の管理ではなく、プロセス重視の管理が求められるのである。 

いかなる管理においても、問題が発生しにくく、また、発生しても自浄する作用を備えた管理体制

そのものの質が大きな成功要因となるからである。従って、ソフトウェア資産管理においては、管理

の基本機能としての、抑止・予防・発見・訂正の各機能を効果的に配分した管理体制の確立が必要

となる。 

 

(5) 管理基準で対象とするソフトウェア資産 

ソフトウェア資産には、自社で開発したソフトウェア資産、外部から購入したソフトウェア資産、ある

いは、自社で使用するソフトウェア資産、外部に販売するためのソフトウェア資産等様々なものが存

在するが、本管理基準で対象とするソフトウェアは、使用権として提供され自社で使用するためのソ

フトウェア資産である。当該ソフトウェアは、PCで使用するか、ホストコンピュータ・サーバ等で使用す

るかを問わない。 

また、現状の管理基準では、自社で開発する場合の開発フェーズについては、範囲に含めてい

ない。なお、リースにより利用しているソフトウェアについても同様の管理が必要となる。 
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(6) ソフトウェア資産管理の前提としてのハードウェア管理 

ソフトウェアは、その性質から、ハードウェア上での稼動が前提となっている。このため、ソフトウェ

アの利用状態を適切に管理するためには、ハードウェアの管理が必要となる。 

本来、ハードウェア管理はソフトウェア資産管理とは別の管理領域として存在するものであるが、

本管理基準では、ハードウェア管理に関する事項のうち、特にソフトウェア資産管理を行う上で必須

と考えられる事項について、範囲として含めている。 

ただし、当該項目については、ソフトウェア資産管理として実施するということではなく、ソフトウェ

ア資産管理を適切に実施するためハードウェア管理の中で確実に実現しておく必要があるというこ

とを意味している。 

 

6. マネジメントシステムとしてのソフトウェア資産管理 
本管理基準においては、ソフトウェア資産管理は目的を適切に達成するため、計画(Plan)、実行

(Do)、評価(Check)、改善(Act)という PDCA サイクルに基づくマネジメントシステムとして構築、運用し

ていくことを想定している。 

 

ソフトウェア資産管理の PDCA サイクルは、次プロセスから構成される。 

 ソフトウェア資産管理の計画プロセス 

 ソフトウェア資産管理の導入プロセス 

 ソフトウェア資産管理の監視およびレビュープロセス 

 ソフトウェア資産管理の継続的改善プロセス 

 

(1) ソフトウェア資産管理の計画プロセス 

ソフトウェア資産管理の計画プロセスの目的は、ソフトウェア資産管理の目的を有効かつ効率的

に達成するための適切な準備と計画を行うことにある。 

ソフトウェア資産管理の計画プロセスで要求される事項は、下記のとおりである。 

a) ソフトウェア資産管理の管理目的は、経営陣により承認され、定期的に更新されている。 

b) ソフトウェア資産管理の計画は、次の内容を含めて作成され、文書化され、定期的に更新

されている。 

1) ソフトウェア資産の範囲 

2) 方針、規程、および手続 

3) ソフトウェア資産管理を管理、監査、および改善するための方法 

4) 管理目的の達成するためのリスクの分析、評価、および管理するための方法 

5) 定期的な活動のスケジュールおよび実施責任 

6) ソフトウェア資産管理の計画の導入に必要な予算を含む、リソースの特定 

7) ソフトウェア資産管理の有効性評価の方法 

c) 計画は、経営陣により承認されている。 
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(2) ソフトウェア資産管理の導入プロセス 

ソフトウェア資産管理の導入プロセスの目的は、全体的なソフトウェア資産管理の目的およびソフ

トウェア資産管理の計画の達成にある。 

ソフトウェア資産管理の導入プロセスで要求される事項は、下記のとおりである。 

a) 年間を通して、ソフトウェア資産管理の計画に影響する変更、課題、およびリスクに関する

情報を収集する仕組みが設置されている。 

b) ソフトウェア資産管理責任者は、経営陣に報告するために、ソフトウェア資産管理の計画と

照らし合わせた全体的な進捗状況を詳細に記載した定期的な状況の報告書を作成して

いる。 

c) 計画との差異に対してすみやかに対応が行われており、文書化されている。 

 

(3) ソフトウェア資産管理の監視およびレビュープロセス 

ソフトウェア資産管理の監視およびレビュープロセスの目的は、ソフトウェア資産管理の管理目的

を達成することにある。 

ソフトウェア資産管理の監視およびレビュープロセスで要求される事項は、下記のとおりである。 

a) 下記の目的で正式なレビューが定期的に実施されている。 

1) ソフトウェア資産管理の管理目的およびソフトウェア資産管理の計画が達成されてい

るか否かを評価するため。  

2) ソフトウェア資産管理の計画およびソフトウェア資産管理に関連するサービス・レ

ベル・アグリーメントに指定された全てのパフォーマンス値に照らし合わせたパフ

ォーマンスの概要を示すため。 

3) ソフトウェア資産管理係わる適合性検証の調査結果の概要を示すため。 

4) 上記に基づいて、下記に関する結論を示すため。 

ソフトウェア資産管理に関連して経営陣により承認されたポリシーが、組織全体に

有効に伝わっているか否か 

ソフトウェア資産管理に関連するプロセスおよび手続は、経営陣の承認に従い、

組織全体に有効に導入されているか否か 

5) 発見された例外事項、および上記の結果に基づいて取るべき措置の概要を示すた

め。 

6) ソフトウェアおよび関連資産のサービス提供において改善の契機を見極めるため。 

7) 適切性、完全性、および正確性を継続して確保するために、方針、規程、および手

続をレビューする必要性を考慮すべきか否かの検討のため 

b) ソフトウェア資産管理責任者が、報告書を正式に承認し、意思決定および取るべき措置を

文書化し、経営陣にコピーを配付している。 

c) ソフトウェアおよび関連資産が最もコスト効率よく配備されているか否か、また改善のため

の推奨事項が提示されているか否かに関して、定期的なレビューが行われている。 
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(4) ソフトウェア資産管理の継続的改善プロセス 

ソフトウェア資産管理の持続的な改善プロセスの目的は、ソフトウェアおよび関連資産の使用およ

びソフトウェア資産管理における改善の契機を特定し、それが正当であると判断された場合に措置

を取ることにある。 

ソフトウェア資産管理の持続的な改善プロセスで要求される事項は、下記のとおりである。 

a) 年間を通してあらゆるソースから出される改善提案を収集して記録するための仕組みが設

置されている。 

b) 改善提案は、ソフトウェア資産管理の導入計画および改善計画に組み込むために、定期

的に評価され、優先順位が付けられ、承認されている。 

 

7. ISO (国際標準化機構) との関係 
2006 年 5 月に、国際標準化機構 (ISO:International Organization for Standardization)は、ソフト

ウェア資産管理の初めての国際標準規格となる ISO/IEC 19770-1 を発行した。27 のプロセス領域を

取り上げたこの標準は、組織が自らのソフトウェア資産管理プログラムにおいて、企業統治の要件に

適合していることを証明できるよう策定している。 

 

組 織 管 理 プ ロ セ ス  

4.2 制 御 環 境 企業統治プロセス 役割と責任 
ポリシー、プロセス 

および手順 
実施能力  

4.3 
計 画 立 案 及 び 
導 入 プ ロ セ ス 

計画立案 導入 
監視及び 
レビュー 

継続的な改善 

中 核 プ ロ セ ス  

4.4 在 庫 管 理 プ ロ セ ス 
ソフトウェア資産の

識別 
ソフトウェア資産の

在庫管理 
ソフトウェア 
資産管理 

 

4.5 
検 証 及 び 順 守 
プ ロ セ ス 

ソフトウェア資産
記録の検証 

ライセンス許諾条件
の順守 

ソフトウェア資産の 
セキュリティ順守

ＳＡＭの適合性 
の検証 

 

4.6 
運 用 管 理 プ ロ セ ス 
及びインターフェース 

関係管理と 
契約管理 

財務管理 
サービスレベル 

管理 
セキュリティ管理 

主 プ ロ セ ス イ ン タ ー フ ェ ー ス  

変更管理 調達 ソフトウェア開発
ソフトウェア・ 
リリース管理  

4.7 
ＳＡＭのライフサイクル 
プロセスインターフェース 

ソフトウェア導入 インシデント管理 問題管理 廃棄 

 

本標準の内容は、「組織管理プロセス」「中核プロセス」「主プロセスインターフェース」という三領

域で構成されており、組織の中でソフトウェア資産管理をマネジメントシステムとして、どうすればい

いのかという「管理の枠組み」を示している。適用に際しては、以下のような制限がある。 

 

 ISO/IEC 19770-1 は、プロセスの成果を生むための具体的方法または手続については、詳

述しない 

 ISO/IEC 19770-1 は、プロセスの実施順序は規定しない 

 ISO/IEC 19770-1 は、文書の名称や形式およびその内容や記録媒体については、詳述しな

い 

 ISO/IEC 19770-1 は、組織の方針、手続き、規準または、国の法律に抵触することは意図し
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ていない。そのようなことがあるのであれば、ISO/IEC 19770-1 を導入する前に、解決しておく

ことが望ましい 

 

一方、本管理基準は、「実務的な指針」を与える観点から作成しており、今回、ISO/IEC 19770-1

の要求事項を取り込むことにより、「管理の枠組み」を明確にしている。 

なお、本管理基準では、自社開発する場合の開発フェーズについては、範囲に含めていないた

め、ISO/IEC 19770-1 のソフトウェア開発プロセスに関連する項目については記載していない。 

 

8. 用語の定義 

関 連 資 産
ソフトウェアの使用または管理に必要となる特性を有する資産であり、ハード

ウェアおよびその他の資産からなる 

要 員
組織の責務を実行することを期待されている個人で、役員、従業員、および

契約者を含む 

経 営 陣
取締役会または同等の機関であり、最高レベルで組織の運営または管理に

関して法的責任を負う個人またはグループ 

分 散 管 理
ア プ ロ ー チ と
集 中 管 理
ア プ ロ ー チ

分散管理アプローチとは、各々の拠点や部門それぞれで管理を行う方法、

集中管理アプローチとは、組織全体で集中して管理を行う方法 

一般的に分散管理アプローチでは費用削減が困難であり、集中管理アプロー

チよりも不正ライセンス使用のリスクが高い 

メーカーからの
追加ガイダンス

ソフトウェアメーカーが必要に応じて自社のソフトウェアライセンスに関連して

提供した各種の情報 

イ ン ベ ン ト リ ソフトウェアおよび関連資産に関する情報 

所有ライセンス 組織としてソフトウェアのメーカーから使用許諾されているもの 

イ ン ス ト ー ル ソフトウェアをコンピュータに導入すること 

アンインストール コンピュータにインストールされたソフトウェアを削除すること 

ダ ウ ン グ レ ー ド 所有ライセンスで許諾された範囲で旧バージョンを使用すること 

ライセンス証書 ソフトウェアライセンスを所有することを証する文書 

使用許諾契約書 ソフトウェアの使用許諾条件を記載した契約書 

確 定 版 原 本 ソフトウェアのインストールや配布用コピーを作成する際に使用するソフトウェア 

配 付 用 コ ピ ー
サーバーや物 理 媒 体 など、他 のハードウェアにインストールする目 的 で

確定 版 原本 をコピーしたもの 

基本ライセンス

そのソフトウェアを使用するために、はじめに購入もしくは調達したライセンス

で、一般的に購買記録と紐付けられている 
※基本ライセンスは、別のライセンスと組み合わせることで有効になるような付帯条件が付いていることが

ある 

有効なフルライ
セ ン ス

そのソフトウェアを完全に利用することができるライセンス。 
※有効なフルライセンスは、一つ以上の基本ライセンスで構成される。 

サ プ ラ イ ヤ IT サービスを支える要素を提供あるいはサポートする責任がある者 

プ ロ バ イ ダ IT サービスの提供に責任を持つ者 
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9. 策定・改訂履歴 
平成 14 年 10 月 30 日 ソフトウェア資産管理基準 Ver.1.0 策定 

平成 19 年 9 月 27 日 ソフトウェア資産管理基準 Ver.2.0 策定 
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II. ソフトウェア資産管理基準 
 

1. 方針 ソフトウェア資産管理の方針・規程の整備 
 

[ 管理目標 ]   

 自組織に適したソフトウェア資産管理の方針・規程等が作成され、遵守されていること  

 

統制の取れた管理を行うために、ソフトウェア資産管理の方針・規程等を作成し遵守させる。方

針・規程などに基づいた管理が実施されていないと、場当たり的な管理となってしまい、適切な

管理レベルを維持することが困難となる。 

 ソフトウェア資産管理(Software Asset Management:SAM)は企業統治の一環として実施

すべきものであり、ソフトウェア資産の管理責任が経営陣レベルで認められ、その責任

を適切に遂行させるためのしかるべき仕組みを作り上げることにある。 

 

 

 

   管理目的との関連

   

管理要件 方針 1 全体方針、規程、手続が明確になっており、遵守されていること 

管理項目 

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ 

法
的
リ
ス
ク
の
回
避 

Ｔ

Ｃ

Ｏ

の

削

減 

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ 

①ソフトウェア資産管理の方針・規程等が作成されており、遵守している(注 1)  ○ ○ ○ ○

②方針は経営者により承認されている(注 1)  ○ ○ ○ ○

③管理手続が整備されており、遵守している(注 2)  ○ ○ ○ ○

④ソフトウェア資産管理基準に記載された全ての要件を満たしている規程になっている

ことが確認され、承認されている 

 
○ ○ ○ ○

⑤ソフトウェア資産管理規準の要件を満たさない事象がある場合、その問題が解決

されるまでの是正処置が文書化されている 

 
○ ○ ○ ○

 

 

 

 

 

 

 

○:管理項目が貢献する管理の目的 

△:管理項目が副次的に貢献する管理の目的 
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   管理目的との関連

   

管理要件 方針 2 

定期的(ISO/IEC 19770-1 では最低年 1 回と定められている)にあ

るいは重要な変更に合わせて、方針・規程、手続の見直しが行わ

れていること 

管理項目 

ア
カ
ウ

ン
タ
ビ
リ
テ
ィ 

法

的

リ

ス
ク

の
回

避 

Ｔ

Ｃ

Ｏ

の

削

減 

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ 

① 定期的(ISO/IEC 19770-1 では最低年 1 回と定められている)にあるいは重要な変更に

合わせて、方針・規程等の見直しが行われている(注 3) 

 
○ ○ ○ ○

② 方針・規程等を整備・見直しする責任者が明確に定められている  ○ ○ ○ ○

③ 見直しの措置は、優先順位が付けられ、実行され、文書化されている  ○ ○ ○ ○

 

管理要件 方針 3 ソフトウェア資産についてのリスク管理がされていること 

管理項目 

① ソフトウェア資産に関するリスクを分析・評価している(注 4)  ○ ○ ○ ○

② リスク分析・評価の結果を、ソフトウェア資産管理に反映している  ○ ○ ○ ○

③ リスク分析・評価に関する規程が、作成され、承認され発効している  ○ ○ ○ ○

 

注1:ソフトウェアおよび関連資産の企業統治の責任が、経営陣により正式に認められていること。 

注2:ソフトウェア資産管理の方針、規程、および手続規程の導入により、組織は下記のことを示すこ

とができる。 

a) ソフトウェア資産管理に関連する方針、規程、手続、および関連マニュアルが作成され、

レビュー、承認、発行、および管理するための構造的なアプローチが存在している。その

ため、それぞれの文書のどのバージョンが現在有効となっていて、どの文書が異なるソフ

トウェアや関連資産に適用されるものなのかということについて、完全に一連の文書等が

整備された状態であることを判断できる。(通常、これはソフトウェア資産管理独特のもの

でなく、組織が方針、規程、および手続に関して採用する全体的なアプローチの一部で

ある。) 

b) 方針は、最低でも下記を網羅して策定、承認、および発行されている。 

1) ソフトウェアおよび関連資産の企業統治に関する個人と企業の責任 

2) 企業のソフトウェアおよび関連資産の個人使用に関する制限 

3) 著作権やデータ保護を含む法的要件および規制的要件に対するコンプライアン

ス 

4) 調達要件(例:企業の契約書の使用、あるいは評判が高く承認されたサプライヤか

○:管理項目が貢献する管理の目的 

△:管理項目が副次的に貢献する管理の目的 
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らのみ購入) 

5) 購入したか否かに関わらず、ソフトウェアのインストールあるいは使用の承認に関

する要件 

6) これらの方針の違反に関する矯正的措置 

方針および手続は、次の形で要員全員に伝達されている。 

(a) 新規要員に対しては職務開始時および継続要員に対しては定期的(ISO/IEC 

19770-1 では最低年 1 回と定められている)に伝達 

(b) 職務開始時および定期的(ISO/IEC 19770-1 では最低年 1 回と定められてい

る)に要員からの積極的な同意が要求されている 

(c) 要員がいつでもすぐに参照できる。 

文書は、いかなる形式あるいはメディアでもよい。文書は、要員の機密保持要件

を網羅した統合方針声明など、他の文書の統合したバージョンで発行することが

できる。 

c) ソフトウェア資産管理の管理目的は経営陣によって承認され、定期的(ISO/IEC 19770-1

では最低年 1 回と定められている)にレビューが行われる。 

注3:事業を展開する拠点(全ての国)において、ソフトウェアおよび関連資産の使用において組織に

関連する企業統治の規制または指針が、見極められ、文書化され、定期的(ISO/IEC 19770-1

では最低年1回と定められている)にレビューされている。  

注4:考慮すべきリスク 

ソフトウェアおよび関連資産および経営陣により指定された移行アプローチに伴うリスク評価

(考慮すべきリスクは注 4 参照)最低でも下記の内容を網羅した形で、経営陣により文書化され、

定期的(ISO/IEC 19770-1 では最低年 1 回と定められている)に更新されている。 

規制に関する非コンプライアンスのリスク (例:この中には、例えば、要員によるソフトウェアの

使用の監視に伴うプライバシーの保護、個人に関して記録されているソフトウェア資産管理の

データ保護、および製薬業界など特定の業界に関する要件が含まれる場合がある。) 

a) ライセンスに関する非コンプライアンスのリスク 

b) 適切なソフトウェア資産管理により生じる IT インフラの問題を原因とする運用障害のリスク 

c) 不適切なソフトウェア資産管理により生じるライセンスおよびその他の IT サポートコストの

過度な出費リスク 

d) ソフトウェアおよび関連資産に関する分散管理アプローチや集中管理アプローチに伴うリ

スク 

e) 現地のコンプライアンスに関する文化および実行アプローチを考慮して、異なる国におい

て運用を行う上でのリスク 
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2. 体制 ソフトウェア資産管理体制の整備  

 

[ 管理目標 ]   

 体制が整備されていること  

 

 適切かつ効率的な管理を実施するために、管理体制、教育体制、監査体制を整備する。体制

が整備されていないと、責任の所在が曖昧となり作業および報告がスムーズに行われず、

適切な管理レベルを維持することが困難となる。 

 

 

 

 

   管理目的との関連

   

管理要件 体制 1 管理体制が整備されていること 

管理項目 

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

法
的
リ
ス
ク
の
回
避

Ｔ

Ｃ

Ｏ

の

削

減

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

① ソフトウェア資産管理責任者を定めている  ○ ○ ○ ○

② ソフトウェア資産管理についての担当部署を定めている  ○ ○ ○ ○

③ 
事業所等で分散管理されている場合、事業所を取りまとめる管理部署および全体を統括

する部署を定め、当該部署により組織全体を統括管理している 

 
○ ○ ○ ○

④ 各現場でのソフトウェア資産管理担当者を定めている  ○ ○ ○ ○

⑤ 
ソフトウェア資産管理の責任者、管理者、担当者について、役割、職務内容を明確に

定めている(注 1) 

 
○ ○ ○ ○

⑥ 報告・連絡体制が整備されている  ○ ○ ○ ○

 

   管理目的との関連

   

管理要件 体制 2 教育体制が整備されていること (注 2) 

管理項目 

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

法
的
リ
ス
ク
の
回
避

Ｔ

Ｃ

Ｏ

の

削

減

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

① ソフトウェア資産管理についての教育責任者を定めている   ○ ○ ○ ○

② ソフトウェア資産管理について、管理担当者への教育を実施している  ○ ○ ○ ○

③ ソフトウェア使用について、要員への教育を実施している  ○ ○ ○ ○

 

○:管理項目が貢献する管理の目的 

△:管理項目が副次的に貢献する管理の目的 
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   管理目的との関連

   

管理要件 体制3 監査人に対する教育体制が整備されていること 

管理項目 

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ 

法
的
リ
ス
ク
の
回
避 

Ｔ

Ｃ

Ｏ

の

削

減 

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ 

① ソフトウェア資産管理が、内部監査の対象となっており、定期的(ISO/IEC 19770-1 では

最低年 1 回と定められている)に監査を実施している 

 
○ ○ ○ ○

② ソフトウェア資産管理について、監査担当者への教育を実施している  ○ ○ ○ ○

③ ソフトウェア使用について、要員への教育を実施している  ○ ○ ○ ○

④ 内部監査に関する規程が作成され、承認され、発効している  ○ ○ ○ ○

⑤ 監査の見直し措置は、優先順位が付けられ、実行され、文書化されている  ○ ○ ○ ○

 

注1:ソフトウェア資産管理においては、ソフトウェアおよび関連資産に係わる役割と責任が、明確に

定義され、維持され、潜在的に影響を受ける全ての要員により理解されていること. 

a) 組織全体のソフトウェアおよび関連資産企業統治の責任を負うソフトウェア資産管理責任

者の役割が、明確に定義され、経営陣により承認されている。割り当てられた責任には、

組織全体に関する下記の責任が含まれる。 

1) ソフトウェア資産管理の管理目的の提案 

2) ソフトウェア資産管理の計画策定の監督 

3) 承認されたソフトウェア資産管理の計画を導入するためのリソースの確保 

4) ソフトウェア資産管理の計画に沿った結果の達成 

5) 全てのソフトウェア管理者が自らの責任を果たし、組織の全ての部分がソフトウェ

ア資産管理責任者またはソフトウェア管理者により、矛盾して重複することなく網

羅されるように対応すること。 

b) ソフトウェアおよび関連資産の企業統治に関する現場部門の役割と責任は、文書化され、

指定された個々人に割り当てられていること。割り当てられた責任には、組織の部分に関

して各個人が責任を負う下記の事項が含まれる。 

1) ソフトウェア資産管理の計画を導入するためのリソースの確保 

2) ソフトウェア資産管理の計画に沿った結果の達成 

3) 必要な方針、規程、および手続の採用および導入 

4) ソフトウェアおよび関連資産の正確な記録の保持 

5) ソフトウェア資産の調達、配備、および管理に必要な経営陣および技術的な承認

の確保 

6) 約、サプライヤ関係、および社内の顧客関係の管理 

○:管理項目が貢献する管理の目的 

△:管理項目が副次的に貢献する管理の目的 


